
石川県精育園移転検討委員会 設置要綱 

 

（設置）  

第１条  石川県精育園の移転計画を策定するため、石川県精育園移転検討委員会（以下、

「委員会」という。）を設置する。 

  

（活動内容）  

第２条  委員会は、移転計画に関する事項について、検討を行うものとする。 

  

（組織）  

第３条 委員会の委員は、専門的な見識を有する者、関係団体に属する者等で構成する。  

２ 委員会に委員長を置く。  

３ 委員長は、委員会に属する委員の互選により定める。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議）  

第４条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、意見を

聴取することができる。  

 

（事務局）  

第５条 委員会の事務局は、石川県健康福祉部障害保健福祉課内に置く。  

 

（その他）  

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は事務局が定める。  

 

附 則 

この要綱は、令和７年１０月１日から施行する。 


